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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○予算の公表（９件） （財政課取扱い）１

鹿児島県告示第527号

令和２年第１回県議会定例会において議決された令和元年度鹿児島県一般会計補正予算（第

３号）ほか７件の要領は，次のとおりである。

令和２年５月22日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 令和元年度鹿児島県一般会計補正予算（第３号）

令和元年度鹿児島県一般会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を，歳入歳出それぞれ10,845,899千円減額し，歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ825,670,399千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の補正は，「第２表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の補正は，「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の補正は，「第４表 地方債補正」による。
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２ 令和元年度鹿児島県公共土木用地取得先行事業等特別会計補正予算（第１号）

令和元年度鹿児島県公共土木用地取得先行事業等特別会計補正予算（第１号）は，次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を，歳入歳出それぞれ47千円減額し，歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ28,239千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は，「第２表 繰越明許費」による。

第１表 歳入歳出予算補正

土 地 開 発 基 金 勘 定

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 財 産 収 入 28,286 △ 80 28,206

1 財 産 運 用 収 入 28,286 △ 80 28,206

3 繰 越 金 0 33 33

1 繰 越 金 0 33 33

歳 入 合 計 28,286 △ 47 28,239

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 土地開発基金費 28,286 △ 47 28,239

1 土 地 開 発 基 金 費 28,286 △ 47 28,239

歳 出 合 計 28,286 △ 47 28,239
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第２表 繰越明許費

款 項 事 業 名 金 額

千円公共土木用地取得1 29,300先行事業費

公共土木用地取得1 29,300先行事業費

公 共 土 木 用 地 取 得 29,300先 行 事 業

計 29,300
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３ 令和元年度鹿児島県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）

令和元年度鹿児島県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を，歳入歳出それぞれ258,507千円減額し，歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ6,326,862千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の補正は，「第２表 繰越明許費補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

3 繰 入 金 1,158,444 △ 560,189 598,255

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,158,048 △ 560,779 597,269

共生・協働の地域社2 396 590 986会づくり基金繰入金

4 繰 越 金 481 301,682 302,163

1 繰 越 金 481 301,682 302,163

歳 入 合 計 6,585,369 △ 258,507 6,326,862

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 港湾整備事業費 6,585,369 △ 258,507 6,326,862

1 港 湾 整 備 事 業 費 2,871,208 △ 84,066 2,787,142

2 公 債 費 3,714,161 △ 174,441 3,539,720

歳 出 合 計 6,585,369 △ 258,507 6,326,862
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第２表 繰越明許費補正

（追 加）

款 項 事 業 名 金 額

千円

1 港湾整備事業費 73,403

1 港 湾 整 備 事 業 費 73,403

港湾維持修繕事業 73,403

計 73,403

（変 更）

金 額
款 項 事 業 名

補 正 前 補 正 後

千円 千円

1 港湾整備事業費 261,400 1,015,000

1 港湾整備事業費 261,400 1,015,000

整 備 事 業 261,400 1,015,000

計 261,400 1,015,000
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４ 令和元年度鹿児島県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

令和元年度鹿児島県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定

めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を，歳入歳出それぞれ6,867千円減額し，歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ118,451千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 繰 入 金 1,399 △ 194 1,205

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,399 △ 194 1,205

3 諸 収 入 116,736 △ 6,673 110,063

1 貸 付 金 元 利 収 入 97,029 △ 5,262 91,767

4 過 年 度 収 入 19,707 △ 1,411 18,296

歳 入 合 計 125,318 △ 6,867 118,451

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円
母子父子寡婦福祉1 125,318 △ 6,867 118,451資金貸付事業費

母子父子寡婦福祉1 125,318 △ 6,867 118,451
資金貸付事業費

歳 出 合 計 125,318 △ 6,867 118,451
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５ 令和元年度鹿児島県中小企業支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

令和元年度鹿児島県中小企業支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を，歳入歳出それぞれ7,322千円減額し，歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ134,237千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

3 繰 入 金 9,061 △ 1,897 7,164

1 一 般 会 計 繰 入 金 9,061 △ 1,897 7,164

4 繰 越 金 2,300 △ 327 1,973

1 繰 越 金 2,300 △ 327 1,973

5 諸 収 入 130,198 △ 5,098 125,100

2 貸 付 金 元 利 収 入 67,804 △ 7,064 60,740

3 雑 入 0 166 166

4 過 年 度 収 入 62,390 1,800 64,190

歳 入 合 計 141,559 △ 7,322 134,237

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円
中小企業支援資金1 141,559 △ 7,322 134,237貸付事業費

中小企業支援資金1 141,559 △ 7,322 134,237
貸付事業費

歳 出 合 計 141,559 △ 7,322 134,237
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６ 令和元年度鹿児島県公債管理特別会計補正予算（第１号）

令和元年度鹿児島県公債管理特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を，歳入歳出それぞれ1,564,475千円減額し，歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ214,032,216千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 財 産 収 入 776,655 △ 70,888 705,767

1 財 産 運 用 収 入 776,655 △ 70,888 705,767

2 繰 入 金 150,640,828 △ 1,522,528 149,118,300

1 一 般 会 計 繰 入 金 126,340,828 △ 1,422,528 124,918,300

2 県債管理基金繰入金 24,300,000 △ 100,000 24,200,000

3 繰 越 金 0 28,941 28,941

1 繰 越 金 0 28,941 28,941

歳 入 合 計 215,596,691 △ 1,564,475 214,032,216

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 公 債 費 215,596,691 △ 1,564,475 214,032,216

1 公 債 費 215,596,691 △ 1,564,475 214,032,216

歳 出 合 計 215,596,691 △ 1,564,475 214,032,216



- 29 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年５月22日（金）第108号

７ 令和元年度鹿児島県就農支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

令和元年度鹿児島県就農支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を，歳入歳出それぞれ10,353千円減額し，歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ109,804千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

貸 付 勘 定

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

2 繰 越 金 29,111 △ 19,379 9,732

1 繰 越 金 29,111 △ 19,379 9,732

3 諸 収 入 75,182 5,616 80,798

1 貸 付 金 元 利 収 入 75,182 5,616 80,798

歳 入 合 計 104,293 △ 13,763 90,530

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円
就農支援資金貸付1 104,293 △ 13,763 90,530事業費

就農支援資金貸付1 104,293 △ 13,763 90,530事業費

歳 出 合 計 104,293 △ 13,763 90,530
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業 務 勘 定

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 繰 入 金 331 3,240 3,571

1 一 般 会 計 繰 入 金 331 3,240 3,571

2 繰 越 金 3 161 164

1 繰 越 金 3 161 164

3 諸 収 入 1 9 10

1 県 預 金 利 子 1 4 5

2 雑 入 0 5 5

歳 入 合 計 335 3,410 3,745

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円
就農支援資金貸付1 335 3,410 3,745事業費

就農支援資金貸付1 335 3,410 3,745事業費

歳 出 合 計 335 3,410 3,745

農 業 改 良 資 金 業 務 勘 定

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 繰 入 金 1,196 △ 902 294

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,196 △ 902 294

2 繰 越 金 0 902 902

1 繰 越 金 0 902 902

歳 入 合 計 1,198 0 1,198
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歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円
農業改良資金貸付1 1,198 0 1,198事業費

農業改良資金貸付1 1,198 0 1,198事業費

歳 出 合 計 1,198 0 1,198
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８ 令和元年度鹿児島県国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

令和元年度鹿児島県国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は，次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を，歳入歳出それぞれ5,295,755千円増額し，歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ189,568,216千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

2 国 庫 支 出 金 63,066,062 708,136 63,774,198

1 国 庫 負 担 金 38,396,488 801,481 39,197,969

2 国 庫 補 助 金 24,669,574 △ 93,345 24,576,229

3 療養給付費等交付 0 392,654 392,654
金

療養給付費等交付1 0 392,654 392,654金

4 前期高齢者交付金 57,891,307 12,274 57,903,581

1 前期高齢者交付金 57,891,307 12,274 57,903,581

5 共同事業交付金 138,320 80,291 218,611

1 共 同 事 業 交 付 金 138,320 80,291 218,611

6 財 産 収 入 3,360 △ 1,928 1,432

1 財 産 運 用 収 入 3,360 △ 1,928 1,432

8 繰 入 金 12,077,290 2,372,397 14,449,687

1 一 般 会 計 繰 入 金 12,077,290 250,220 12,327,510

2 基 金 繰 入 金 0 2,122,177 2,122,177

9 繰 越 金 71,288 1,214,976 1,286,264

1 繰 越 金 71,288 1,214,976 1,286,264

10 諸 収 入 0 516,955 516,955

5 雑 入 0 516,955 516,955

歳 入 合 計 184,272,461 5,295,755 189,568,216
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歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 総 務 費 6,420 △ 509 5,911

1 総 務 管 理 費 5,547 △ 509 5,038

2 保険給付費等交付 152,985,696 2,579,862 155,565,558
金

保険給付費等交付1 152,985,696 2,579,862 155,565,558金

3 後期高齢者支援金 22,423,953 △ 30,303 22,393,650
等

後期高齢者支援金1 22,423,953 △ 30,303 22,393,650
等

5 介 護 納 付 金 8,451,868 △ 263 8,451,605

1 介 護 納 付 金 8,451,868 △ 263 8,451,605

7 共同事業拠出金 138,478 5,290 143,768

1 共 同 事 業 拠 出 金 138,478 5,290 143,768

8 国民健康保険財政 0 20,000 20,000
安定化基金支出金

国民健康保険財政1 0 20,000 20,000
安定化基金支出金

9 保 健 事 業 費 17,500 △ 1,003 16,497

1 保 健 事 業 費 17,500 △ 1,003 16,497

10 基 金 積 立 金 87,553 △ 1,928 85,625

1 基 金 積 立 金 87,553 △ 1,928 85,625

11 諸 支 出 金 71,288 2,724,609 2,795,897

償還金及び還付加1 71,288 2,724,609 2,795,897算金

歳 出 合 計 184,272,461 5,295,755 189,568,216
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鹿児島県告示第528号

令和２年第１回県議会定例会において議決された令和元年度鹿児島県病院事業特別会計補正

予算（第２号）の要領は，次のとおりである。

令和２年５月22日

鹿児島県知事 三反園訓

令和元年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算（第２号）

第１条 令和元年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによ

る。

第２条 令和元年度鹿児島県病院事業特別会計予算（以下「予算」という。）第２条第２号を

次のとおり改める。

 患 者 数

延入院患者数 295,114人 １日平均入院患者数 806人

延外来患者数 264,844人 １日平均外来患者数 1,099人

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 病院事業収益 18,956,340千円 579,491千円 19,535,831千円

第１項 医 業 収 益 15,683,775千円 594,925千円 16,278,700千円

第２項 医業外収益 3,272,565千円 △ 15,434千円 3,257,131千円

支 出

第１款 病院事業費用 19,397,615千円 499,263千円 19,896,878千円

第１項 医 業 費 用 19,303,783千円 489,152千円 19,792,935千円

第２項 医業外費用 83,832千円 10,111千円 93,943千円

第３項 予 備 費 10,000千円 0千円 10,000千円

第４条 予算第４条本文中「560,473千円」を「419,339千円」に改め，資本的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 1,200,702千円 156,112千円 1,356,814千円

第１項 企 業 債 525,000千円 0千円 525,000千円

第２項 他会計負担金 675,702千円 0千円 675,702千円

第３項 国庫補助金 0千円 156,112千円 156,112千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 1,761,175千円 14,978千円 1,776,153千円

第１項 建設改良費 1,011,086千円 0千円 1,011,086千円

第２項 企業債償還金 723,630千円 0千円 723,630千円
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第３項 長期貸付金 17,320千円 0千円 17,320千円

第４項 基金積立金 9,139千円 0千円 9,139千円

第５項 その他資本的支出 0千円 14,978千円 14,978千円

第５条 予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

職 員 給 与 費 10,870,455千円 191,174千円 11,061,629千円

交 際 費 565千円 △ 147千円 418千円

第６条 予算第７条中「2,283,380千円」を「2,416,008千円」に改める。
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鹿児島県告示第529号

令和２年第１回県議会定例会において議決された令和元年度鹿児島県工業用水道事業特別会

計補正予算（第２号）の要領は，次のとおりである。

令和２年５月22日

鹿児島県知事 三反園訓

令和元年度鹿児島県工業用水道事業特別会計補正予算（第２号）

第１条 令和元年度鹿児島県工業用水道事業特別会計補正予算（第２号）は，次に定めるとこ

ろによる。

第２条 令和元年度鹿児島県工業用水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第３条に

定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 工業用水道事業収益 406,755千円 796,044千円 1,202,799千円

第１項 営 業 収 益 271,283千円 0千円 271,283千円

第２項 営 業 外 収 益 135,472千円 △ 7,404千円 128,068千円

第３項 特 別 利 益 0千円 803,448千円 803,448千円

支 出

第１款 工業用水道事業費用 752,980千円 582,582千円 1,335,562千円

第１項 営 業 費 用 742,095千円 △ 84,408千円 657,687千円

第２項 営 業 外 費 用 10,885千円 0千円 10,885千円

第３項 特 別 損 失 0千円 666,990千円 666,990千円

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 94,000千円 54,042千円 148,042千円

第１項 企 業 債 94,000千円 0千円 94,000千円

第２項 固定資産売却代金 0千円 54,042千円 54,042千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 198,417千円 △ 11,318千円 187,099千円

第１項 建 設 改 良 費 112,798千円 1,554千円 114,352千円

第２項 企 業 債 償 還 金 72,747千円 0千円 72,747千円

第３項 補 助 金 返 還 金 12,872千円 △ 12,872千円 0千円

第４条 予算第５条中「339,000千円」を「279,000千円」に改める。

第５条 予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

職 員 給 与 費 28,466千円 1,959千円 30,425千円
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鹿児島県告示第530号

令和２年第１回県議会定例会において議決された令和元年度鹿児島県一般会計補正予算（第

４号）の要領は，次のとおりである。

令和２年５月22日

鹿児島県知事 三反園訓

令和元年度鹿児島県一般会計補正予算（第４号）

令和元年度鹿児島県一般会計補正予算（第４号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ954,234千円を追加し，歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ826,624,633千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の補正は，「第２表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の補正は，「第３表 地方債補正」による。
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鹿児島県告示第531号

令和２年第１回県議会定例会において議決された令和２年度鹿児島県一般会計予算ほか９件

の要領は，次のとおりである。

令和２年５月22日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 令和２年度鹿児島県一般会計予算

令和２年度鹿児島県一般会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ839,853,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第214条の規定による債務を負担することができる事項，期間及び限度額

は，「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限

度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は150,000,000

千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は，次のとおりと定める。

 各項に計上した給料，職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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２ 令和２年度鹿児島県林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算

令和２年度鹿児島県林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算は，次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ102,093千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

第１表 歳入歳出予算

貸 付 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

2 繰 入 金 40

2 業 務 勘 定 繰 入 金 40

3 繰 越 金 94,805

1 繰 越 金 94,805

4 諸 収 入 5,155

1 貸 付 金 元 利 収 入 4,855

2 過 年 度 収 入 300

歳 入 合 計 100,000

歳 出

款 項 金 額

千円
林業・木材産業改善資金貸1 100,000付事業費

林業・木材産業改善資金貸1 100,000付事業費

歳 出 合 計 100,000
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業 務 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

3 繰 越 金 2,093

1 繰 越 金 2,093

歳 入 合 計 2,093

歳 出

款 項 金 額

千円
林業・木材産業改善資金貸1 2,093付事業費

林業・木材産業改善資金貸1 2,093付事業費

歳 出 合 計 2,093
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３ 令和２年度鹿児島県公共土木用地取得先行事業等特別会計予算

令和２年度鹿児島県公共土木用地取得先行事業等特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ291,933千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限

度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。

第１表 歳入歳出予算

公 共 土 木 用 地 取 得 先 行 事 業 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

3 諸 収 入 168,767

1 雑 入 168,767

4 県 債 95,000

1 県 債 95,000

歳 入 合 計 263,767

歳 出

款 項 金 額

千円

1 公共土木用地取得先行事業費 263,767

1 公共土木用地取得先行事業費 95,000

2 公 債 費 168,767

歳 出 合 計 263,767
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土 地 開 発 基 金 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

1 財 産 収 入 28,166

1 財 産 運 用 収 入 28,166

歳 入 合 計 28,166

歳 出

款 項 金 額

千円

1 土 地 開 発 基 金 費 28,166

1 土 地 開 発 基 金 費 28,166

歳 出 合 計 28,166

第２表 地 方 債

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

公共土木用地取 95,000 （借入方法） 年7.0％ 借入時期から据置期間を

得先行事業費 証書借入又は証券発行の 以内（た
含め40年以内において元利

方法による。 だし，利
均等又は元金均等等の方法

発行価格が額面金額を下 率見直し

回るときは，その発行差額 方式で借 により償還する。

をうめるため必要な金額を り入れる
ただし，財政の都合によ

これに加算した額とするこ 資金につ
り繰り上げて償還をし，又

とができる。 いて，利

（その他） 率の見直 は上記借入期間の範囲内で

工事その他の都合により しを行っ
借り換えることができる。

一部又は全部を翌年度以降 た後にお

に借り入れることができる。 いては，

当該見直

し後の利

率）

計 95,000
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４ 令和２年度鹿児島県港湾整備事業特別会計予算

令和２年度鹿児島県港湾整備事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ5,483,232千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第214条の規定による債務を負担することができる事項，期間及び限度額

は，「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限

度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第３表 地方債」による。
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

千円

1 使 用 料 及 び 手 数 料 2,245,258

1 使 用 料 2,245,258

2 財 産 収 入 53,727

1 財 産 運 用 収 入 53,727

3 繰 入 金 638,981

1 一 般 会 計 繰 入 金 638,287

共生・協働の地域社会づく2 694り基金繰入金

5 諸 収 入 52,389

1 雑 入 52,389

6 県 債 2,492,877

1 県 債 2,492,877

歳 入 合 計 5,483,232

歳 出

款 項 金 額

千円

1 港 湾 整 備 事 業 費 5,483,232

1 港 湾 整 備 事 業 費 2,814,082

2 公 債 費 2,669,150

歳 出 合 計 5,483,232
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第２表 債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

年度 千円

港 湾 整 備 事 業 ３ 369,600

第３表 地 方 債

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

埠頭用地造成事 1,944,000 （借入方法） 年 7.0％ 借入時期から据置期間を

業費 証書借入又は証券発行の 以内（た
含め40年以内において元利

方法による。 だし，利上屋建造事業費 477,000
均等又は元金均等等の方法

発行価格が額面金額を下 率見直し

回るときは，その発行差額 方式で借 により償還する。借 換 債 71,877
をうめるため必要な金額を り入れる

ただし，財政の都合によ
これに加算した額とするこ 資金につ

り繰り上げて償還をし，又
とができる。 いて，利

（その他） 率の見直 は上記借入期間の範囲内で

工事その他の都合により しを行っ
借り換えることができる。

一部又は全部を翌年度以降 た後にお

に借り入れることができる。いては，

当該見直

し後の利

率）

計 2,492,877
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５ 令和２年度鹿児島県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和２年度鹿児島県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算は，次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ118,513千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

千円

2 繰 越 金 6,449

1 繰 越 金 6,449

3 諸 収 入 112,064

1 貸 付 金 元 利 収 入 92,645

4 過 年 度 収 入 19,419

歳 入 合 計 118,513

歳 出

款 項 金 額

千円
母子父子寡婦福祉資金貸付1 118,513事業費

母子父子寡婦福祉資金貸付1 118,513事業費

歳 出 合 計 118,513
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６ 令和２年度鹿児島県中小企業支援資金貸付事業特別会計予算

令和２年度鹿児島県中小企業支援資金貸付事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ118,128千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

千円

3 繰 入 金 8,333

1 一 般 会 計 繰 入 金 8,333

4 繰 越 金 2,000

1 繰 越 金 2,000

5 諸 収 入 107,795

1 県 預 金 利 子 4

2 貸 付 金 元 利 収 入 44,101

4 過 年 度 収 入 63,690

歳 入 合 計 118,128

歳 出

款 項 金 額

千円
中小企業支援資金貸付事業1 118,128費

中小企業支援資金貸付事業1 118,128費

歳 出 合 計 118,128
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７ 令和２年度鹿児島県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算

令和２年度鹿児島県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ203,763千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

第１表 歳入歳出予算

貸 付 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

2 繰 入 金 70

2 業 務 勘 定 繰 入 金 70

3 繰 越 金 185,715

1 繰 越 金 185,715

4 諸 収 入 14,215

1 貸 付 金 元 利 収 入 11,215

2 過 年 度 収 入 3,000

歳 入 合 計 200,000

歳 出

款 項 金 額

千円
沿岸漁業改善資金貸付事業1 200,000費

沿岸漁業改善資金貸付事業1 200,000費

歳 出 合 計 200,000
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業 務 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

3 繰 越 金 3,763

1 繰 越 金 3,763

歳 入 合 計 3,763

歳 出

款 項 金 額

千円
沿岸漁業改善資金貸付事業1 3,763費

沿岸漁業改善資金貸付事業1 3,763費

歳 出 合 計 3,763
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８ 令和２年度鹿児島県公債管理特別会計予算

令和２年度鹿児島県公債管理特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ211,867,164千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限

度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

千円

1 財 産 収 入 775,657

1 財 産 運 用 収 入 775,657

2 繰 入 金 147,512,169

1 一 般 会 計 繰 入 金 122,807,169

2 県 債 管 理 基 金 繰 入 金 24,705,000

4 県 債 63,579,338

1 県 債 63,579,338

歳 入 合 計 211,867,164

歳 出

款 項 金 額

千円

1 公 債 費 211,867,164

1 公 債 費 211,867,164

歳 出 合 計 211,867,164
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第２表 地 方 債

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

借 換 債 63,579,338 （借入方法） 年 7.0％ 借入時期から据置期間を

以内（た
証書借入又は証券発行 含め40年以内において元利

だし，利
（他の地方公共団体との共 均等又は元金均等等の方法

率見直し

同発行を含む。）の方法に 方式で借 により償還する。

り入れる
よる。 ただし，財政の都合によ

資金につ
発行価格が額面金額を下 り繰り上げて償還をし，又

いて，利

回るときは，その発行差額 率の見直 は上記借入期間の範囲内で

しを行っ
をうめるため必要な金額を 借り換えることができる。

た後にお
これに加算した額とするこ

いては，

とができる。 当該見直

し後の利

率）

計 63,579,338
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９ 令和２年度鹿児島県就農支援資金貸付事業特別会計予算

令和２年度鹿児島県就農支援資金貸付事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ78,391千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

第１表 歳入歳出予算

貸 付 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

2 繰 越 金 9,974

1 繰 越 金 9,974

3 諸 収 入 58,035

1 貸 付 金 元 利 収 入 58,035

歳 入 合 計 68,009

歳 出

款 項 金 額

千円

1 就農支援資金貸付事業費 68,009

1 就農支援資金貸付事業費 68,009

歳 出 合 計 68,009
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業 務 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

1 繰 入 金 171

1 一 般 会 計 繰 入 金 171

2 繰 越 金 4

1 繰 越 金 4

3 諸 収 入 1

1 県 預 金 利 子 1

歳 入 合 計 176

歳 出

款 項 金 額

千円

1 就農支援資金貸付事業費 176

1 就農支援資金貸付事業費 176

歳 出 合 計 176
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農 業 改 良 資 金 貸 付 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

2 繰 越 金 5,668

1 繰 越 金 5,668

3 諸 収 入 3,761

1 過 年 度 収 入 3,761

歳 入 合 計 9,429

歳 出

款 項 金 額

千円

1 農業改良資金貸付事業費 9,429

1 農業改良資金貸付事業費 9,429

歳 出 合 計 9,429
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農 業 改 良 資 金 業 務 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

1 繰 入 金 775

1 一 般 会 計 繰 入 金 775

3 諸 収 入 2

1 県 預 金 利 子 2

歳 入 合 計 777

歳 出

款 項 金 額

千円

1 農業改良資金貸付事業費 777

1 農業改良資金貸付事業費 777

歳 出 合 計 777
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10 令和２年度鹿児島県国民健康保険事業特別会計予算

令和２年度鹿児島県国民健康保険事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ186,208,596千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

千円

1 分 担 金 及 び 負 担 金 54,189,697

1 負 担 金 54,189,697

2 国 庫 支 出 金 61,525,172

1 国 庫 負 担 金 38,336,495

2 国 庫 補 助 金 23,188,677

4 前 期 高 齢 者 交 付 金 58,199,509

1 前 期 高 齢 者 交 付 金 58,199,509

5 共 同 事 業 交 付 金 199,699

1 共 同 事 業 交 付 金 199,699

6 財 産 収 入 3,290

1 財 産 運 用 収 入 3,290

8 繰 入 金 12,091,229

1 一 般 会 計 繰 入 金 12,007,036

2 基 金 繰 入 金 84,193

歳 入 合 計 186,208,596
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歳 出

款 項 金 額

千円

1 総 務 費 5,509

1 総 務 管 理 費 4,657

2 運 営 協 議 会 費 852

2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 154,346,183

1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 154,346,183

3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 22,265,136

1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 22,265,136

4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 30,746

1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 30,746

5 介 護 納 付 金 8,287,926

1 介 護 納 付 金 8,287,926

6 病 床 転 換 支 援 金 等 128

1 病 床 転 換 支 援 金 等 128

7 共 同 事 業 拠 出 金 199,859

1 共 同 事 業 拠 出 金 199,859

9 保 健 事 業 費 23,000

1 保 健 事 業 費 23,000

10 基 金 積 立 金 965,916

1 基 金 積 立 金 965,916

11 諸 支 出 金 84,193

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 84,193

歳 出 合 計 186,208,596
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鹿児島県告示第532号

令和２年第１回県議会定例会において議決された令和２年度鹿児島県病院事業特別会計予算

の要領は，次のとおりである。

令和２年５月22日

鹿児島県知事 三反園訓

令和２年度鹿児島県病院事業特別会計予算

（総 則）

第１条 令和２年度鹿児島県病院事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

 病 床 数 982床

 患 者 数

延入院患者数 295,722人 １日平均入院患者数 810人

延外来患者数 265,309人 １日平均外来患者数 1,101人

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 病院事業収益 19,385,793千円

第１項 医 業 収 益 16,133,221千円

第２項 医業外収益 3,252,572千円

支 出

第１款 病院事業費用 20,263,862千円

第１項 医 業 費 用 20,170,578千円

第２項 医業外費用 83,284千円

第３項 予 備 費 10,000千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額 549,092千円は，過年度分損益勘定留保資金で補塡するものとする。）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 1,656,314千円

第１項 企 業 債 868,000千円

第２項 他会計負担金 670,356千円

第３項 基金繰入金 117,958千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 2,205,406千円

第１項 建設改良費 1,508,860千円
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第２項 企業債償還金 676,662千円

第３項 長期貸付金 17,320千円

第４項 基金積立金 2,564千円

（企業債）

第５条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

起債の目的 県立病院の施設及び設備の整備事業

限 度 額 868,000千円

起債の方法 証書借入又は証券発行

利 率 年7.0パーセント以内（ただし，利率見直し方式で借り入れる資金に

ついて，利率の見直しを行った後においては，当該見直し後の利率）

償還の方法 借入時期から据置期間を含め40年以内において元利均等又は元金均等

等の方法により償還する。ただし，財政の都合により繰り上げて償還

をし，又は上記借入期間の範囲内で借り換えることができる。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

 職員給与費 11,498,001千円

 交 際 費 565千円

（たな卸資産購入限度額）

第７条 たな卸資産の購入限度額は 2,217,540千円と定める。

（重要な資産の取得）

第８条 重要な資産の取得は，次のとおりとする。

種類 名 称 数量

１ 取得する資産

器械備品 磁気共鳴診断装置 １台
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鹿児島県告示第533号

令和２年第１回県議会定例会において議決された令和２年度鹿児島県工業用水道事業特別会

計予算の要領は，次のとおりである。

令和２年５月22日

鹿児島県知事 三反園訓

令和２年度鹿児島県工業用水道事業特別会計予算

（総 則）

第１条 令和２年度鹿児島県工業用水道事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

 給水事業所数 44事業所

 年間総給水量 6,314,500立方メートル

 １日平均給水量 17,300立方メートル

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。なお，工業用水道事業費用第

１項営業費用中委託料，補償金及び固定資産撤去費 112,000千円の財源に充てるため，企業

債 112,000千円を借り入れる。

収 入

第１款 工業用水道事業収益 404,600千円

第１項 営 業 収 益 277,842千円

第２項 営 業 外 収 益 126,758千円

支 出

第１款 工業用水道事業費用 640,651千円

第１項 営 業 費 用 631,861千円

第２項 営 業 外 費 用 8,790千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額 121,909千円は，過年度分損益勘定留保資金 121,909千円で補填するも

のとする。）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 29,600千円

第１項 企 業 債 29,600千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 151,509千円

第１項 建 設 改 良 費 50,812千円

第２項 企 業 債 償 還 金 88,608千円
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第３項 補 助 金 返 還 金 12,089千円

（企業債）

第５条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

起債の目的 永田川施設用途廃止に伴う固定資産撤去費用等及び万之瀬川工業用水

道施設の改築事業

限 度 額 141,600千円

起債の方法 証書借入又は証券発行

利 率 年7.0パーセント以内（ただし，利率見直し方式で借り入れる資金に

ついて，利率の見直しを行った後においては，当該見直し後の利率）

償還の方法 借入時期から据置期間を含め40年以内において元利均等又は元金均等

等の方法により償還する。ただし，財政の都合により繰り上げて償還

をし，又は上記借入期間の範囲内で借り換えることができる。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

 職員給与費 31,488千円
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鹿児島県告示第534号

令和２年第１回県議会定例会において議決された令和２年度鹿児島県一般会計補正予算（第

１号）の要領は，次のとおりである。

令和２年５月22日

鹿児島県知事 三反園訓

令和２年度鹿児島県一般会計補正予算（第１号）

令和２年度鹿児島県一般会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ671,300千円を追加し，歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ840,524,300千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の補正は，「第２表 債務負担行為補正」による。
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鹿児島県告示第535号

令和２年第１回県議会定例会において議決された令和２年度鹿児島県病院事業特別会計補正

予算（第１号）の要領は，次のとおりである。

令和２年５月22日

鹿児島県知事 三反園訓

令和２年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算（第１号）

第１条 令和２年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによ

る。

第２条 令和２年度鹿児島県病院事業特別会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた

収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 病院事業収益 19,385,793千円 7,085千円 19,392,878千円

第１項 医 業 収 益 16,133,221千円 0千円 16,133,221千円

第２項 医業外収益 3,252,572千円 7,085千円 3,259,657千円

支 出

第１款 病院事業費用 20,263,862千円 7,085千円 20,270,947千円

第１項 医 業 費 用 20,170,578千円 7,085千円 20,177,663千円

第２項 医業外費用 83,284千円 0千円 83,284千円

第３項 予 備 費 10,000千円 0千円 10,000千円

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 1,656,314千円 32,524千円 1,688,838千円

第１項 企 業 債 868,000千円 0千円 868,000千円

第２項 他会計負担金 670,356千円 32,524千円 702,880千円

第３項 基金繰入金 117,958千円 0千円 117,958千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 2,205,406千円 32,524千円 2,237,930千円

第１項 建設改良費 1,508,860千円 32,524千円 1,541,384千円

第２項 企業債償還金 676,662千円 0千円 676,662千円

第３項 長期貸付金 17,320千円 0千円 17,320千円

第４項 基金積立金 2,564千円 0千円 2,564千円


